
２ 財 建 技 第 ５ ９ 号

令和２年５月２９日 

各局（本部）長

中央卸売市場長

教育委員会教育長

各行政委員会事務局長

議会局長

警視総監、消防総監

財  務 局 長

  （公 印 省 略）

都発注工事における熱中症予防対策の徹底について（依頼） 

 建設業における熱中症による死傷者は例年多く発生しており、過去５年間の業種別

の死傷者数では建設業が最も多い状況となっています。

夏季の建設現場においては高温下での作業が想定されるため、個々の現場の実態に

合わせた計画的な熱中症予防対策の徹底が必要となります。 

また、新型コロナウイルス感染症対策として、作業中はマスクを着用するなどの対

応をお願いしていることから、適切な熱中症予防対策の徹底が求められております。 

つきましては、下記の点について、受注者への周知をお願いします。 

なお、測量や地質調査等の工事関係委託についても同様の取組をお願いします。 

記

（１）受注者に対し、建設現場における熱中症の計画的な予防、対策の徹底等を求め

る注意喚起 

（２）工期への影響等が見込まれる場合、受注者から工期延伸等の協議が可能である

旨の周知

（参考資料） 

・「ＳＴＯＰ！熱中症クールワークキャンペーン」（厚生労働省）【別添１】 

 ・『職場の「熱中症」を防ごう！』（東京労働局）【別添２】 

 ・「職場の熱中症予防対策は万全ですか？」（厚生労働省）【別添３】 

・「工事災害防止に向けた優良事例（熱中症対策抜粋）」（東京都技術会議）【別添４】 
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